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校区の自治会概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会加入世帯は 16 自治会の合計で 4３２９世帯、校区の自治会加入率は７４，７％とな

っています。                      （202３年 まちづくり協議会への申請分より計算） 

明石市全体としては自治会数４75自治会、自治会加入率は約66％となっており、当校区

は市の平均を８ポイント上回っています。                  （202２年 4月現在） 

 

魚住は明石市の西部に位置し、長い歴史 

と文化が残る由緒ある地で、今もなお生活 

道路として使われる西国街道、金ヶ崎公園 

の自然豊かな地域であります。 

 

校区は１6 の自治会で構成され、校区に住む人口は、１２，５６０人（内：男性 6，０９９人・女性

6,４６１人）、世帯は 5,７９６世帯となっています。校区の面積は 3,062 ㎢と市内でも非常に

大きな校区です。 

ちなみに明石市の総人口は 3０５，１３１人（内：男性 14６，９９４人・女性 15８，１３７     

人）、世帯は 1３６，５０９世帯となっています。         （202３年４月１日現在:住民基本台帳より） 

 
魚住小学校区にある 16の自治会と位置 

 注）この地図は校区の自治会区分を表したもので正確な範囲を示すものではありません。 

 中崎 

 大観 
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参考）自治会別自治会加入世帯数 
金ヶ崎：665     金ヶ崎北：90    県住金ヶ崎：80 

金ヶ崎西：43     長池：510      青葉台：166   

守池：180       浜西：1392     清水ヶ丘：440 

鈴谷住宅：105    安政：１07       新々田：41   

明石ヶ丘：129    グローバル魚住Ⅱ：140   

リベール明石魚住Ⅴ：153         新鈴谷社宅連合：60 

 



自治会×まちづくり協議会×明石市 
 

私たちが日ごろ行っている活動は以下のような図をもとに展開しています 

校区 16自治会          まちづくり協議会              明石市 

 

 

 

 

 

 

 

自治会とまちづくり協議会では何が違うのか？ 

自治会は住民のみなさん（ある一定の区域内）から会費を納入して頂き、加入されている方々がお互いに

つながりながらその地域を住みやすい場にしていく組織です。日頃の活動としては各イベント開催やごみス

テーションの管理や集団回収、自治会だよりの発行、各種回覧物の配布などを行っています。 

「向こう三軒両隣」の関係構築、安全で安心して暮らせる環境づくりやお互いを見守り、助け合い、支えあ

っていくためのとても大切な任意機関です。 

→対象は自治会に加入しているみなさん 

 

一方まちづくり協議会は自治会へ加入していない方（校区に住むすべての人）にも漏れなく、情報とサービ

スを発信（市政情報なども含め）する組織です。そのためにコミュニティ・センターを活動の場としています。

（下記のイメージ図を参照に）校区にいつまでも愛着を持って住み続けるにはどうすればよいかを役員・自治

会長・地域住民、学校園とも協力しながら検討して活動を展開しています。そのひとつとして地域住民全ての

人を対象としたイベント、部会が開催する催し、誰にでもふりかかる恐れのある災害に備える防災訓練など

幅広く活動を展開しています。 

また、日常生活の中で困ったことなどがあれば、まちづくり協議会の会議などで自治会長等を通して報告

し、お互いに意見を交わし、必要に応じては行政に伝えることも担っています。まちづくり協議会は地域をよ

りよく、郷土愛を持って暮らしていくことができるように、各自治会と協働してまちづくりを進めていくため

の組織です。 

→対象は校区に住むすべての人 
 

 

 

 

 

 

自治会 

まちづくり協議会 

自治会に加入している方に対しては回覧板等で情報や市の 

取り組みを発信できるが、自治会に加入されていない方は 

自治会からそれらの情報を得ることができない。 

そこで、まちづくり協議会が自治会に加入されてない方にも 

それらの情報が行き渡るようにすることも役割です 

 

 

 

 

対象としている範囲が 

自治会内か校区に住むすべての 

人かという違いはありますが、 

同じ方向を向いて 

活動しています。 

自治会加入者 
自治会未加入者 

まちづくり協議会から 

自治会とまちづくり協議会は

協働して活動していきます！ 

情報 CATCH 

明石市協働の 

まちづくり推進条例 

イメージ図 
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自治会とまちづくり協議会の協働  

 

 

 自治会とまちづくり協議会が連携しながら取り組む活動内容を概略でまとめて 

おります。年間の取り組みと流れの参考にしてください。 

 

 

 

月 
開催 

時期 
予定 詳細内容 

4月  新旧自治会連絡会 
定例の自治会連絡会に参加して頂き、引き継ぎもかね

て、他自治会長との顔あわせを行う場 

5月 

第 4 

日曜日 
総会 

前年度の自治会長が議決権を持っている。 

新年度の会長は出来るだけ参加し今後の活動に繋げ

て欲しい 

 自治会分担金 5月の連絡会で集める（4月に封筒を配布） 

6月  

敬老会準備 

       

 

 

地人協・地愛協分担金     

敬老会の自治会から渡す記念品を決める       

（例年 500円の山崎堂の菓子箱） 

敬老会の記念品の費用に関しては各自治会よりご負担 

願います。 

6月の連絡会で集める（5月に封筒を配布） 

7月 

 

日曜日 

 

 

9日・16日・23日 

防災座談会 

 

金ヶ崎文化センター・コミセン・市民センターで 

防災について気になることを話し合う 

8月  敬老会準備 

自治会内の 75 歳以上の対象者の方の名簿がまち協

に届くので各自治会で確認作業を行う 

自治会で必要なお菓子の数を事務局に報告する 

9月 
敬老の

日前後 

 

 

敬老会 

まち協の３大行事のひとつ 

対象者の方には事前に市から開催の案内ハガキが届く 

参加者の受付とお菓子の配布は各自治会で行う 

（お菓子は自治会で持ち帰って配付することも可能） 

敬老会終了後対象者名簿は連絡会でまち協に返却し

て頂く 
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年間スケジュールの概略です 

自治会活動の参考にしてください 



内容の変更や活動を取りやめる場合もあります。 

  

 

  

 

 自治会で機会を作って取り組むといいこと   

＊自治会担当の地区民生児童委員の方と繋がりを持つ 

＊魚住東地区人権推進委員の方に来ていただき人権意識を高めるお話を伺う 

＊市の防災を担当する部署の方に来ていただき自治会で出来る防災の取り組みのはなしを

してもらう 

＊消防署に消火器の使い方や防災の資機材の点検をしてもらう 

 

 

  今年度のみ 9月に検証防災訓練を行う予定です。   

自治会長、自治会防災担当者、PTA運営スタッフが対象のかたです。 

10月 

第 1 

土曜日

前後 

 

 

うおずみ祭り 
まち協の３大行事のひとつ 

まち協の協力団体を中心に模擬店を出店 

自治会員の方にも広く参加を啓発して欲しい 

11月  
サテライト      

くすのん広場 

金ヶ崎文化センター・市民センターで開催 

“たのしそう おもしろそう やってみよう”を合言葉に 

やりたいことをやることに繋げるための広場 

12月 

日曜日 

 

年末 

3会場 

防災座談会 

年末パトロール 

7月に引き続いて防災について行う座談会 

 

明石防犯協会から補助あり（缶コーヒー） 

1月 

第 2 

土曜日

前後 

 

左義長 
まち協の３大行事のひとつ 

特に自治会への依頼ごとはないが伝統行事なので自治

会員の方にも広く参加を啓発して欲しい 

2月  

次年度自治会長・ 

防災担当者名簿 

配布 

次年度の会長と防災担当者が決まり次第、事務局へ名

簿の持参または FAXにて提出する 

(最終締め切りは 3月下旬まで) 

3月 
第 2 

日曜日 

 

防災訓練 
９月に開催した検証訓練に引き続き自治会長と自治会

の防災担当者に防災会議に参加してもらい、テーマに

沿って訓練を行う 
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～配布物について～ 

 

 

 

各配布物に全戸配布や回覧、掲示物 

などの記載をさせて頂いております。 

 

 

基本は自治会連絡会にて配布物をお渡しさせて頂きますが、会議以外でも配布物をお願い

する場合がございます。そのような際はお電話もしくはメールにてご連絡させて頂きますので、

恐れ入りますが、コミセンまでお越しください。 

なお、まちづくり協議会が主催・共催のチラシ類はホームページにおいて電子回覧を運用し

ております。 

 

～分担金について～ 

各種分担金名 金額 提出月 

自治会分担金 世帯数に応じて ５月の自治会連絡会 

地区人権教育研究協議会・ 

地区青少年愛護協議会 

世帯数×60円 

(地人教：30円、 地愛協：30円) 
６月の自治会連絡会 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

文書 配布先 

まち協だより 全戸配布 

防災だより 全戸配布 

各種チラシ 全戸配布 or回覧 

各種掲示物 掲示板数 
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※202３年度4月現在 

基本毎月第４水曜日 魚住小コミセン 1階会議室 18:30～20:00 

 

～自治会連絡会の開催日について～ 

 

 

 



まちづくり協議会が考える防災 
 

まちづくり協議会では自治会と連携しながら、災害時にも対応できるようにしていくために、

日頃から防災活動にも力を入れて取り組んでいます。図の右側（青色吹き出し）は災害が起こ

るまでにできること、左側（オレンジ色吹き出し）は災害時の対応についてまとめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会でできること 

・地域の集合場所を決める ・連絡方法の確立 

・自治会で必要な備蓄品の検討 

・避難ルートを何種類か設定する 

・自治会内で安否確認の方法を考える 

といったことを役員会・防災組織で検討し、 

自治会だよりなどで啓発する 

家庭 

自
治
会
館 

まちづくり協議会 

 

・自
分
の
命
を
守
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
家
族
や
家
の
中
の
状
況
を
確
認
し
、
地
域
の
集
合
場
所
へ
行
く 

・自
宅
避
難
を
す
る
場
合
で
も
、
自
治
会
内
で
の
人
数
把
握
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
情
報
を
伝
え
る 

「
自
分
の
命
は
自
分
で
守
る
」 

「生
き
延
び
る
た
め
に
は
何
が
必
要
？
」 

家庭でできること(自宅避難のことを想定しておく) 

・備蓄品を備える(食料品や簡易トイレ、テントなども含めて)  

・家具の転倒防止、感震ブレーカーにする 

・家族で集合場所を決める ・向かい三軒両隣を知るきっかけづくりをする 

といったことを普段から心がけておく 

自治会長 

防災担当者 

・自
治
会
内
の
情
報
を
集
約
し
、
市
へ
伝
え
る 

・避
難
所
運
営
の
開
設
準
備
と
運
営
を
行
う 

まち協ができること 

・備蓄品の拡充 

・避難所運営の検討 

といったことを考える 
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・各
隣
保
、
班
、
組
な
ど
の
情
報
を
集
約
し
、
校
区
へ
情
報
を
伝
え
る 

(

必
要
な
物
資
の
数
な
ど
も
含
め
て) 

・地
域
の
集
合
場
所
に
集
ま
り
、
周
辺
の
安
否
確
認
を
行
う 

避難所（校区自主防災本部） 

自治会 

・ベ
ッ
ド
や
食
料
、 

仮
設
住
宅
な
ど
の 

手
配
を
行
う 

明石市災害対策本部 



  校区の防災活動において自助・共助・公助の連携は欠かすことのできない重要な要素です。そのようなこ

とを踏まえ、校区の防災活動を地区防災計画として定め、活動を展開しています。 

 

  2020年 1月に地区防災計画 vol.1を発行した直後から新型コロナウイルスの 

 感染が世界各国で広がりました。このようなことからも、地区防災計画を再度見直し、 

 避難所における感染症対策に関することも含めた内容で現在地区防災計画 vol.2を 

 発行しました。そして、2021年 10月明石市防災会議にて市内で初めて認定されました。 

 

  自治会などで防災活動を進めるあたって、自治会役員のみなさまで共有される場合 

などは必要部数を事務局までお申し出ください。（ただし、数に限りがございますので、 

ご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。） 

 

○平常時から備えられるツール 

 緊急時に対応するためには平常時からの備えが欠かせません。まちづくり協議会では、緊急時に活用で 

きるツールとして「安否確認カード」、「緊急時持ち出し連絡ばん」、「防災マップ」を発行しています。 

これらのものを活用してあらかじめ家族と話し合い、必要事項を記入しておくようにしましょう。 

（下記を参照してください） 

安否確認カード                    緊急時持ち出し連絡ばん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            防災マップ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

表面             裏面            一般用             子ども用 

東部 
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西部 



この 3点セット（安否確認カード・緊急時持ち出し連絡ばん・防災マップ）は、新規で自治会に 

加入された方には初回にすべてのセットを自治会長にお渡し致しますが、会員の方が紛失し

た場合においての再交付は致しかねます。自治会として自治会分を発注される場合は事務

局までご連絡ください。また、まちづくり協議会のホームページよりもダウンロード頂けます

ので、あわせてご利用ください。 

（

右記のQRコードより） 

 

これらのものを活用しながら自治会で必要なことを役員会や防災組織で話し合い、日頃から自

助・共助に力を入れたまちづくりを一緒に取り組みたいと考えています。 

 

 

 

 

自治会防災担当 

  現在は不定期に開催される校区防災情報連絡会に自治会より参加して頂く方です。 

 

□平常時 

 ・自治会内の防災・減災意識の啓発や研修・訓練を行う。 

  例)・災害時に対応できるよう備えをする。 

    ・可能な限り在宅避難ができるように普段から備える。 

    ・やむなく避難所に行く場合に持参するものを用意しておく。 

 

 

□災害時 

 ・校区自主防災対策本部と自治会とをつなぎ、情報交換し共有する。 

  例)・自治会の被害状況の把握 

    ・被災者の数(ケガ等) 

    ・自治会として避難所に連れていく方の人数 

 ・校区自主防災対策本部との定期的な情報交換を行う。 
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まちづくり協議会の組織図 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり応援隊 

安全部会 子ども部会 自然環境歴史部会 

 

事務局 
校区防災全体会議 

 
(魚住小コミセン内) 

年 3～4回の開催 

自治会連絡会 

 
月 1回の開催 

校区にお住まいのみなさん、各種団体（学校園や PTAなど）、事業所 等 

 
まちづくり協議会の 

最高決議機関です 

役員会 

総会 

 

出席者 

各自治会長 

事務局 

 

出席者 

防災担当者 

自治会長 

事務局 
校区自主防災対策本部 

 

 

共助 de17 
まちづくり協議会との 

情報共有や自治会同士の

意見交換などを行います 

 
発災時に市と協力 

避難所の開設・運営 

健康・福祉部会 
2020年度より休部 

 
各部会の活動で興味・関心があるものは 

ぜひぜひご参加ください！ 

ともにまちづくりを進めていくため

自治会長の任期期間はまちづくり 

応援隊として所属します。 
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チーム・インフラ 

 くすのん広場 

 



まちづくり協議会の広報 

 

まちづくり協議会では地域のみなさまに広報紙、防災だより、ホームページや SNSから

様々な情報を発信しています。 

魚住校区の情報をキャッチしてみませんか? 

広報紙 

まちづくり協議会に関する様々な情報を発信します！ 

年 4回を基本にフルカラーにて全戸発行させて頂きます。 

 

 

このような題字のものです→ 

 

 

 

  広報誌の名前は２０２３年 4月に新たに地域の皆さんから募集し、多くの応募の中から魚住

小学校の６年生の生徒さんが考えてくれたものです。 

  広報誌の題のように魚住の大好きを発信していきます。 

 

防災だより 

防災訓練や校区の防災情報に特化した内容で発信しています！ 

 

このような題字のものです→ 

 

 

   校区の防災についてみんなで考えていきましょう。 

 

公式 LINE 

 

 

 

 

掲載情報 

 毎週金曜日にまちづくり協議会のつぶやきエピソード配信中 

 イベント情報も配信中 

まちづくり協議会への質問や校区の情報提供として、トークもできます！ 

ぜひぜひ、ご活用下さい！ 

※（トークは職員側のみに表示され、全体へは配信されませんので、お気軽にご利用ください。） 
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ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚住まちづくり協議会 

https://uozumimachikyo.com 

QRコードはこちらから！！ 

イベント情報 

どんな活動? 

どんな組織? 

どんな校区? 

施設活動予定 

お問い合わせ 

アクセス 
アクセス 

各種行事やイベントを掲載しています！！ 

様々な活動をブログ形式で随時更新！！ 

配布物や広報紙、各種資料もご覧頂けます！！ 

まちづくり計画書や役員、事業計画などをご覧頂けます！！ 

校区の特徴やくすのんの生い立ちなどをご覧頂けます！！ 

コミセンの施設利用状況をご覧頂けます！！ 

まちづくり協議会に関するお問い合わせを受付けています！ 
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自治会が活用できる助成金 

 

 自治会活動を円滑に進めていくために明石市や兵庫県、その他各種団体が自治会などに対しての助成を

行っています。主な助成内容や助成額については急遽変更されることがありますので、最新情報は各種団体

のホームページや電話でご確認ください。     ※各種助成金の 202２年度募集要項を参考に作成しております。 

 

自治会の掲示板に関する支援                                                      

行政情報や地域の情報を掲示する掲示板に対しての新規設置および補修に関する経費の一部を 

補助する事業です。 

   

□要件 

・設置および補修するにあたり設置場所を所有・管理する者の承諾を得て、 

自治会総会等で同意が得られていること 

・掲示板には市の広報活動にも協力すること 

・補修する場合は前回の助成から 5年度以上経過していること 

 

□助成金額 

設置総額の２分の１以内 助成限度は（１団体）20万円 

 

□募集・応募方法 

４月下旬の自治会便で照会 希望する自治会は６月中旬までに申請 ※年度内に助成が決定します。 

 

放送設備に関する支援                                                      

自治会内への連絡や災害時などによる緊急連絡を行うために放送設備の新設および補修に関する 

経費の一部を補助する事業です。 

   

□要件 

・新設および補修することを自治会総会等で同意が得られていること 

・放送設備で市の広報活動にも協力することなど 

 

□助成金額 

・新設の場合 設置総額の 3分の１以内 助成限度は 80万円（財産区補助がある場合は 50万円） 

・補修の場合 補修総額の 3分の１以内 助成限度は 40万円（財産区補助がある場合は 25万円） 

 

□募集・応募方法 

７月下旬の自治会便で照会 希望する自治会は 9月上旬までに申請  

※翌年度に助成が決定します。 ※助成が決定した際には遵守事項があります。 
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助成内容の変更がある場合があります。 

検討される場合、必ず魚住まち協か担当の 

市、県などに事前にご相談してください 

 



集会施設に関する支援                                                      

住民の会合や集いの場をつくるため、集会施設の新築、改修、増築、修繕に関する経費の一部を補助 

する事業です。 

   

□要件 

・新築、改修、増築、修繕することを自治会総会等で同意が得られていること 

・新築後 10年度経過または改修工事実施後 5年度以上経過していることなど 

(以下のような事項の場合は上記期間が経過していなくとも助成の対象になります) 

 ・天災、不可抗力による事故で、既存の集会施設が使用できなくなった場合 

 ・雨漏り、シロアリ被害により、集会施設の維持管理上、整備が必要となった場合 

 ・新たに下水処理区域に指定され、排水施設等の工事が必要となった場合 

 ・関係法令の施行に伴い、施設の整備が必要となった場合 

 

□助成金額 

・新築の場合 新築総額の3分の１以内 助成限度は800万円（財産区補助がある場合は５００万円） 

・改修の場合 改修総額の3分の１以内 助成限度は400万円（財産区補助がある場合は２５０万円） 

 

□募集・応募方法 

７月下旬の自治会便で照会 希望する自治会は９月上旬までに申請  

※翌年度に助成が決定します。 ※助成が決定した際には遵守事項があります。 

 

集会施設の用地に関する支援                                                      

住民の会合や集いの場をつくるため、集会施設の用地取得に関する経費の一部を補助する事業です。 

   

□要件 

・集会施設の建築用地を有償で取得する場合 

・用地取得ならびに集会施設の建設に関して、自治会総会等で同意が得られていること 

・私権の設定など特別な義務は、その所有者にこれを消滅させるなどの必要な措置がなされて 

いることなど 

 

□助成金額 

用地取得の 3分の１以内 助成限度は 1,000万円（財産区補助がある場合は６５０万円） 

 

□募集・応募方法 

７月下旬の自治会便で照会 希望する自治会は 9月上旬までに申請 

※翌年度に助成が決定します。 ※助成が決定した際には遵守事項があります 
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自主防災組織に関する支援                                                      

災害時にお互いが協力して助け合うことができるように「自主防災組織」に対して防災資機材を支給 

   する事業です。 

   

□要件 

100世帯以上である自治会等 

 

□内容 

災害時の初期活動のためにハンマーやバールなどの防災資機材を配布する 

配布は１回限りで、資機材の内容は組織の世帯数などによって異なる 

機材の交換や点検は自治会で行う必要がありますが、資機材の使い方などについては最寄りの消防 

署へ連絡すると対応して頂ける 

 

以上 5件の助成についてのお問い合わせは明石市役所コミュニティ・生涯学習課まで 

           ☏078-918-5004   メール communit@city.akashi.lg.jp 

詳しくは 「明石市自治会補助金」 にてご検索ください。 

                                                                        

 

 

飼い主のいない猫去勢・不妊手術補助事業                                         

飼い主のいない猫によるふん害で困る住民や自治会が、飼い主のいない猫に去勢・不妊手術を行う 

場合にかかる費用の一部経費を助成する事業です。 

   

□助成対象団体 

自治会・地域住民 

 

□助成金額 

オスネコ 助成限度は 5,000円 

メスネコ 助成限度は 10,000円 

※個人での申請は年間 5匹まで 自治会での申請は年間 20匹まで 

 

□募集・応募方法 

4月上旬～助成金が満額に達した時点での終了 

 

□お問い合わせ 

明石市役所 あかし動物センター ☏078-918-5797 

メール animal@city.akashi.lg.jp 

 

 

 

 

 

QRコードはこちらから→ 

また、その他の団体でも以下のような助成を行っています。 
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合理的配慮の支援を提供する助成事業                                        

障害のある人もない人も安心して暮らせる共生のまちづくりを推進していくため、必要な合理的配慮 

を提供するための費用を助成する事業です。 

   

□助成対象団体 
自治会などの地域団体 
 

□助成内容と金額 
・コミュニケーションツールの作成費 （上限額 5万円までは全額助成） 
・物品の購入費（上限額 10万円までは全額助成） 
・工事の施工費（上限額 20万円までは全額助成） 
 

□募集・応募方法 
募集は随時 
応募法補は各種団体が実施したい合理的配慮に関する内容を市に相談し、助成制度を利用する 

 
□お問い合わせ 
明石市役所 障害福祉課 障害者施策担当 ☏078-918-5142 
メール shoufuku@city.akashi.lg.jp 
 

グリーン・ツーリズムバス                                                  

主に都市住民が、農山漁村地域を訪れ、農林漁業の体験及び農林水産業や特産品等について学ぶた
めの視察・研修を行う場合に利用できます。 

   
□利用対象 
県内の青少年・女性・自治会などのグループで参加人数 20名以上 

 
□助成金額 
・日帰りコース       25,000円/台 
・宿泊コース          50,000円/台 

     ※バスの借り上げ料金が助成金額を下回る場合は、そのバスの借り上げ料金を上限とする 
     ※消費税、通行料、ガイド料に対しての助成はありません。 

 

□募集・応募方法 

 募集時期 見学実施日 

第 1期            終了       令和５年  ４月～  ６月 

第 2期            終了       令和５年  ７月～  ９月 

第 3期 令和５年 ８月 １日(火) 令和５年 10月～12月 

第 4期 令和５年１１月 １日(水) 令和６年  1月～  3月 

 

□お問い合わせ 

公益社団法人 ひょうご農林機構 地域づくり課 (都市農村交流バス担当) 

      〒650-0011 

          神戸市中央区下山手通 5-7-18 

            TEL(078)361-8131    FAX(078)361-8128 

 

 

※明石市内の施設見学に関しての送迎バスは明石市役所市民相談室へお問い合わせください。 
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明石市社会福祉協議会公募配分事業                                          

市内で地域福祉活動や備品購入・資機材製作などに対して、善意銀行、赤い羽根共同募金から費用の

一部を助成する事業です。 

   

□助成対象団体 

明石市内を活動場所とし、1年以上活動実績があり、地域に貢献しているボランティア団体・自治会・ 

福祉活動団体などで、市からの補助金などが 50万円未満の団体。（実費弁償除く。） 

    ※この他にも助成対象要件が課せられております。詳しくは募集要項をご確認ください。 

 

□募集・応募方法 

11月頃の自治会便でお知らせ 

 

□お問い合わせ 

明石市社会福祉協議会 ☏078-924-9105 

 

明石市社会福祉協議会サロン活動助成事業                                          

市内を活動拠点とし地域から孤立しがちな地域住民と協働したミニケアサロンまたはふれあいサロン 

   の開催(月 1回以上)に係わる経費の一部を助成する事業です。 

   

□助成対象団体 

市内の地域住民 5人以上で構成される団体で 

 

□要件 

・身近な地域の公民館・集会所・民家の空きスペースなどを活用したもの 

・地域の見守り活動のひとつとして地域住民が主体的に活動を行うもの 

・参加者同士の情報交換をはじめとした交流・閉じこもり防止・生きがいづくりを目的としたもの 

 

 ※これらの助成金をすでに受けている団体は本助成を受けることができません 

・シニア活動応援事業補助金  ・認知症カフェ助成金    ・市民活動サポート事業補助金 

・こども基金助成金        ・こども食堂運営助成金 

 

□助成金額 

サロン 1箇所に対し助成限度は 3万円まで 

 

□募集・応募方法 

4月中旬～5月中旬までに補助金認定申請書を提出 

 

□お問い合わせ 

明石市社会福祉協議会 ☏078-924-9105 
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ひょうご安全の日推進事業(実践活動事業)                                         

地域団体や学生グループ、NPO、ボランティア団体、学校、地域団体と 

連携した企業による実践的な防災訓練、学習など次なる災害に備える 

活動や「マイ・タイムライン」「マイ避難カード」の作成等、個別避難計画・ 

地区防災計画・避難所自主運営マニュアルの策定などの費用の一部 

経費を助成する事業です。 

  

□助成対象団体 

自主防災組織・自治会・マンション管理組合・まちづくり協議会等 

 

□助成事業対象 

・防災訓練・防災学習 

・「マイ避難カード」の作成に係わるワークショップ、避難訓練等 

・避難行動要支援者の個別支援計画の策定 

・地区防災計画の策定 

・避難所自主運営マニュアルの策定 

・災害時要配慮者の防災訓練・防災学習など 

・バスの借上げ料(1台あたり 5万円を上限とする) 

 

□助成金額 

1団体あたり 2万円～30万円まで  

 

□募集・応募方法 

事業開始月の 1か月前の 5日まで (2023年 4月～2024年 3月) 

申し込み用紙はネットからダウンロードし、ネットより申し込み 

または、東播磨県民局 総務企画室 企画防災担当にて配付の手引きより様式をコピー 

して使用し、郵送・FAXにて申し込み 

                                 

□お問い合わせ 

ひょうご安全の日推進事業事務局         TEL 078-362-998４ 

ネットからは 「ひょうご安全の日」  で検索 

 

東播磨県民局 総務企画室 企画防災担当(手引き配付) 

                               TEL 079-421-9257 

  

 

 

 

 

最新情報は各団体のホームページまたはお電話にてお問い合わせください。 

また、この他の助成金情報は 「明石市助成金情報」 にてご検索ください。 
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まちづくり協議会お出かけ講座 

 

テーマ 疑問・内容 

 

 

 

まちづくり協議会って何をしているの？ 

・まちづくり協議会はどんな人がどんなことをし

ているのか？ 

・自分たちの生活にどうかかわっているのか？ 

・自治会との違いは？ 

・自治会の会員の皆さんになんて説明したらい

いかよくわからない。 

こんな疑問があれば、まちづくり協議会から 

自治会へお話に寄せていただきます。 

 

 

 

防災について 

・防災ってどんなことからはじめたらいいの？ 

・自分たちでできる防災って何があるの？ 

・避難所にはどういうときにいけばいいの？ 

・備蓄品は何を用意すればいいの？ 

・自宅避難するのに必要な物は何？ 

・自宅避難したときにどうやって自分の居場所

を知ってもらえるの？ 

 

 

 

くすのん着ぐるみ 

 

 

 

・自治会のイベントなどにおいて 

くすのんの着ぐるみの貸出を致します！！ 

お気軽にお申し付けください 

SDGs
えすでぃじーず

（持続可能な開発目標） 

って何？ 

・SDGｓって何？ 

・身近にある SDGｓってどんなものがあるの？ 

・自分たちはなにをすればいいの？ 

このテーマ以外にもご要望がございましたら、お気軽にまちづくり協議会事務局まで 

お問い合わせください  TEL/FAX 078-202-6495 

 

 

 

 

 

QRコードはこちらから→ 
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各種相談窓口 

 
 日常の自治会活動を行う中で相談や質問をしたいけど、どこに言えばよいのかわからないといったことも 

あるかと思います。そういった際の相談窓口を一覧表にしてみましたので、どうぞご活用ください。 

 

 

 

相談内容 お問い合わせ先 

自治会活動全般に関すること 

明石市役所 コミュニティ・生涯学習課 

☏078-918-5004 

メール： communit@city.akashi.lg.jp 

ポイ捨て・飼い犬等のふん害防止に

関すること(看板なども含む) 

明石市役所 環境保全課 

☏078-918-5030 

メール： kankyo-hozen@city.akashi.lg.jp 

ごみの収集に関すること 

ごみの不法投棄に関すること 

動物の死骸に関すること 

(飼い主の不明なものに限る) 

明石市役所 収集事業課 

☏078-918-5780 

メール： shuushuu-j@city.akashi.lg.jp 

交通安全施設の維持および管理に

関すること 

（街路灯・カーブミラーなど） 

明石市役所 道路整備課 

☏078-918-5033・5034 

メール： dousei@city.akashi.lg.jp 

福祉（子どもから高齢者まで）に 

関すること 

うおずみ総合支援センター （事務所は魚住市民センター内） 

☏078-948-5081 

防災指導・訓練に関すること 

明石市消防署本部 ☏078-921-0119 

魚住分署           大久保分署 

☏078-948-0119    ☏078-934-0119 

日常生活の消費生活に関すること 
あかし消費生活センター （事務所はアスピア明石北館 7階） 

☏078-9１２-0999 

人権に関すること 

明石市役所 人権推進課 

☏078-918-5058 

メール：  jinken@city.akashi.lg.jp 

市政に関する要望や陳述、市民相談

に関すること 

明石市役所 市民相談室 

☏078-918-5050 

メール： soudan@city.akashi.lg.jp 

校区のまちづくりに関すること全般 

魚住まちづくり協議会 

☏078-202-6495 

メール： otoiawase@uozumimachikyo.com 
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魚住まちづくり協議会 事務局 

 

〒674-0074 

明石市魚住町清水 570(魚住小学校コミセン内) 
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